
障害福祉サービス事業者運営指導事務委託 企画提案公募要領 

 

１ 委託契約の目的 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第 123

号）（以下、「障害者総合支援法」という。）第 11条の２の規定に基づき、指定障害福祉

サービス事業者に対する運営指導の一部を指定都道府県事務受託法人に委託すること

により、運営指導の体制を強化し、指定障害福祉サービスの質の確保及び自立支援給付

の適正化を図る。 

   

２ 委託事務の内容 

契約書（案）及び仕様書（別紙１）のとおり。 

 

３ 委託期間 

  委託期間は令和８年４月１日から令和９年２月 28日までとする。 

 

４ 委託金額 

  委託金額は、１１，９７４，０００円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。 

 

５ 契約の方法 

本事務委託に関する企画提案を募集し、県が設置する企画選定委員会において、提出

のあった企画提案の中から本事務委託の実施に最も適した提案者を選定し、その提案者

と協議が整った場合に委託契約を締結する。協議が整わない場合は、次点のものと協議

を行う（協議が整った提案者を「受託予定者」という。）。 

（１） 県（福祉総務課監査指導室）が企画提案書を公募する。 

（２） 県が設置する企画選定委員会において、提案者がプレゼンテーションを行い、本

事務委託の実施に最も適切な企画提案を選定する。 

（３） 上記の最優秀企画提案者と企画提案内容に基づき契約内容について協議を行う。

なお、必要に応じ県から内容の補正を求めることがあるため、これに応じること。 

 

６ 受託予定者の取消し 

  次の要件のいずれかに該当する場合は、受託予定を取り消すことがある。 

  ア 応募資格を有すると偽った場合又は応募資格を失った場合 

  イ 提出書類に虚偽の内容が記載されていた場合 

 

７ 事業の実施体制 

  委託先及び県は、委託事務の目的を共有し、緊密な連携を図りながら、事業を実施す

るものとする。 



８ 応募資格、条件 

以下の条件を全て満たす法人であること。 

(ア) 本県の事務受託法人の指定を受けていること。又は契約予定日（令和８年４

月１日）までに指定を受ける見込みであること。 

(イ) 業務の性質上、県と密接な連絡を取りつつ業務を進める必要があることから、

愛知県内に事務所を有していること。 

(ウ) 応募受付期間において愛知県会計局指名停止取扱要領に基づく指名停止を

受けていないこと。 

(エ) 応募受付期間において「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関す

る合意書」（平成 24 年 6 月 29 日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結）

に基づく排除措置を受けていないこと。 

(オ) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4第 1項（同令第 167

条の 11第 1項において準用する場合を含む）の規定に該当しないこと。 

(カ) 国税及び地方税に未納のないこと。 

 

９ 応募の手続 

  本事務委託の提案に参加を希望する者の受付手続等は、以下のとおりとする。 

（１）公募要領及び企画提案書等の様式の配布並びに応募書類の受付 

  ア 配布期間 

    令和８年２月 20日（金）から３月 12日（木）まで 

  イ 配布方法 

    愛知県のホームページからのダウンロードによる 

（ https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kansa-shidou/koubo20260401.html ） 

 ウ 受付期間 

   令和８年２月 20日（金）から３月 12日（木）まで 

 エ 提出方法 

持参又は郵送（郵送の場合は、令和８年３月 12 日（木）午後５時までに必着と

し、配達記録の分かる方法に限る。） 

  オ 提出先 

    愛知県福祉局福祉部福祉総務課監査指導室 

    郵便番号：460-8501 ※郵送の場合、住所の記載不要 

    住所：名古屋市中区三の丸３－１－２（愛知県西庁舎 1階） 

    電話：052-954-6343（ダイヤルイン） 

 

（２）提出書類 

ア 障害福祉サービス事業者運営指導事務委託応募申込書兼応募資格確認書（様式２） 

イ 障害福祉サービス事業者運営指導事務委託企画提案書（様式３―１） 



  ウ 委託費積算書（見積書）（様式３－２） 

  エ 添付資料 

① 定款又は寄付行為（会則）の写し 

② 役員名簿 

③ 指導等担当者の実務経験・資格等を証する資料の写し 

④ 社会的価値の実現に資する取組に関する申告書（様式４） 

（３）提出部数５部（正本１部 副本４部） 

ただし、添付資料については、正副各 1部で可。 

（４）企画提案書の返却 

   提出のあった企画提案書は、理由の如何を問わず返却しない。 

   なお、企画提案書は、本件に係る委託事業者選定の審査目的のみに使用し、他の目

的に使用しない。 

（５）提出のあった企画提案書について、行政文書開示請求があった場合は、愛知県情報

公開条例に基づき開示する。 

（６）その他 

ア １団体が提出できる企画提案書は、１提案とする。 

イ 応募にかかる一切の費用は、応募者の負担とする。 

ウ 提出後の差替えは、県が補正等を求める場合以外は不可とする。 

エ 選定された企画提案書の著作権は、県に帰属するものとする。 

オ 提出書類に虚偽の記載をした者は、本件への参加資格を失うものとする。 

カ 提出された企画提案書は、最優秀企画提案者選定のための資料であり、正式な 

企画書は愛知県と協議のうえ決定する。 

 

10 企画提案書等の作成に伴う質問と回答 

  企画提案書の作成等に際し、質問がある場合は「質問書」を作成し、提出すること。 

（１）質問 

   質問は「質問書（様式５）」によるものとする。 

ア 受付期間 

   令和８年２月 20日（金）から３月４日（水）午後５時まで 

イ 提出方法 

提出は、電子メール（ｱﾄﾞﾚｽ：kansa-shidou@pref.aichi.lg.jp）にて行うこととし、 

その際の件名は「質問（運営指導事務委託）」とすること。 

なお、口頭（電話含む）による質問は受け付けない。 

(２) 回答 

回答は、令和８年３月９日（月）を目途に、愛知県ホームページに掲載する。 

（３）その他 

質問受付期間以外は、質問は一切受け付けない。 



11 公募説明会（任意参加） 

  応募を希望される方を対象に以下のとおり公募説明会を開催する。なお、説明会への 

参加は応募の必須要件ではない。また、企画提案書審査においても対象外である。 

（１）日  時 令和８年３月２日（月）午後１時３０分から午後２時３０分まで（予定） 

（２）場  所 愛知県西庁舎 １階 監査指導室隣室 

（３）参加申込 参加を希望する場合は、次のとおりメールにて事前に申込をすること。 

・申込期限：令和８年２月 26日（木）午後５時まで 

・メール件名：「運営指導事務委託公募説明会参加」 

・メール本文中に、団体名、参加者氏名（３名まで）、連絡先（電話番号、メール

アドレス）を記載。 

 

12 選考の基準 

提出された企画提案書について、愛知県が設置する企画選定委員会において、提出の

あった企画提案書を基に提案者がプレゼンテーションを行い、企画選定委員会が最優秀

企画提案者を選定する。県はその提案者（「受託予定者」という。）と業務仕様を協議し

た上で、委託契約を締結する。 

選定は、次の選考基準を基に行うものとする。 

なお、選定にあたっては法令等に違反する企画案や県が行う事業として不適切な企画

提案等は選考前に不採用とする。また、プレゼンテーションの際に追加資料を配付する

ことは認めない。プレゼンテーションの際に事業者が録画・録音等の行為を行うことは

認めないものとし、企画選定委員会は、非公開で行うものとする。 

 審査項目  

① 業務遂行体制（実施体制、経験等、人員配置） 

② 準備業務（スケジュール、研修計画） 

③ 品質管理（基本事項、進捗管理、品質確保、業務効率、不備対応） 

④ 個人情報（基本事項、対応策） 

⑤ 見積金額 

⑥ 受託実績 

⑦ 独自提案 

⑧ 企画提案書の体裁及び内容（プレゼンテーションの内容を含む） 

⑨ 社会的価値の実現に資する取組 

（環境に配慮した事業活動、障害者等への就業支援、男女共同参画社会の形成、仕事と生活の調和） 

 

13 選考結果通知 

  企画選定委員会実施日後、すみやかに通知する。 

 

 



14 委託料の支払等 

  委託料の支払方法は、原則委託事務完了後に行う。 

  ただし、愛知県財務規則等により県が認めた場合には概算払できるものとする。 

 

15 事務委託スケジュール（予定） 

  本事務委託のスケジュールは、次のとおりとする。 

（１）令和８年２月 20日（金）から３月 12日（木） 企画提案書応募受付 

（２）２月 20日（金）から３月４日（水）     質問書提出受付期間 

（３）３月 ２日（月）                 公募説明会 

（４）３月 25日（水）               企画選定委員会の開催 

（５）３月下旬                  受託予定者の決定 

（５）４月 １日（水）              委託契約締結 

（６）６月１日から令和８年２月 28日まで      業務実施 

（７）令和９年３月 15日まで            完了報告書の作成・提出 

（８）令和９年３月から５月            委託料の支払 

 

16 その他 

（１）本事務委託については、令和８年度愛知県一般会計予算の成立を前提に公募を行う

ものである。 

（２）企画提案及び契約の手続において用いる言語及び通貨は、日本語及び日本国の通貨

によるものとする。 

（３）本公募要領に記載の内容を遵守していないことが確認された場合、審査の途中であ

る場合を含めて、本件の参加資格を失うものとする。 

 

  担当部局 

   愛知県福祉局福祉総務課監査指導室障害福祉事業者指導監査グループ 

   名古屋市中区三の丸３－１－２（愛知県庁西庁舎１階） 

電話：052-954-6343（ダイヤルイン） FAX 052-954-6946 

e-mail kansa-shidou@pref.aichi.lg.jp 


